
久喜市スクール・サポート・スタッフ規則の一部を改正する規則 

久喜市スクール・サポート・スタッフ規則（令和３年久喜市教育委員会規則第

１２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「１週間当たり４日以内かつ年間１１０日以内」を「年間２０

０日以内」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


